
書
判所書記

本 ′ .人   調   童
日

(こ の調書は,第 2回 圏頭弁論調書と二体となるものである。)

鑽
ｔ

氏
　
年

事 件 の 表

期 日

名

齢

住       所

宣 誓 そ の他 の 状 況

Blj紙速記録のとお り

平成 25年 (ワ )第 5815号

平成 26年 8月 8欄  午後 1時 30分

井形浩治

53歳

大阪府箕面市坊島 3二 5-14

裁判官は,宣誓の趣旨を説明し,本人が虚偽の陳

述をした場合の制裁を告げ,31j紙宣誓書を読み上

げさせてその誓いをさせた。
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達整  言́己  金素   (平成 26年 8月 8日 第 2回 口頭弁論)

事件番号  平成 25年 (ワ )第 581'5号

本  人  メキ  芳多  落書  義合       ‐

た、t_壁夕あ代琴人
l乙

第 27号証を示す

これはあなたのサインと押印がありますけれ ども,あなたが作成 されたもの

で間違いございませんか。

間違いございません。

訂正箇所はございますか。

2か所 ございます。 1ページロの 2行 日,私の学部長在任期間ですが ,

平成 21年 10月 から平成 24年 3月 となってございますが,正確に

は平成 22年 1の 月から平成 25年 3月 と, 1年ずれた形です。間違

っておりました。

あなたは現在,大経大で,あ るいは経営学部で,何か役職を持ってますか。

はい,教務委員長をやってございます。

それは,全学の教務委員長をされてるということですか。

は しヽ 。

甲第 1号証を示す

特任教員の採用の手続,こ ういうことについては,現在,これにのっとって

運用されてるということですよね。

は い 。

原告吉井先生の特任教員の任用に関しては,あなたのほうは,学部長として

関与されたということになるわけですかね。

は い
:   、

甲第 5号証ないし甲第 7号証を示す                    。

甲5, 6, 7については,あなたは,原告から書類を受け取つたことはあり
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イわしト

、メ,

ますね。

あります。

直接受け取ったのか受け取つていないのか, どうですか。

間接的ですが,受け取りました。

どこから間接的に受け取つたんですか。

事務局から手渡されたように記憶してございます。

甲1の 9条の②,'「教務委員長は、過去 5年間の授業実績状況を委員会に」,

推薦委員会に報告することになっていますけれども,これが,あなたの手元

にl~■ 入ってないんですね。当時のですけど。

当時の教務委員長には,まだもちろん渡してございません。

いや,あなた自身が学部長のときに,も ちろん,②の授業実績状況というの

あなた自身はもらってもいな1/1し ,見たこともないんでしょう。

もらっていません。

この②の分については,推薦委員会にいずれは提出されるということになる

→

んですか。

は い 。

先ほど示 しました, 甲 5, 6,

は提出されてお りませんね。

してございません。

7,こ れを推薦委員会のほ うに,あなた自身

ご̂
孝
吃

脅ttt'

特に,甲 7の 「3ヵ 年講義計画」,こ の分についてもちろん提出されてませ

んね。

提出してございません。

提出していない理由はどういうことでございましょうか。

平成 24年 9月 28日 の教授会におきまして,吉井氏から特任教員の

申請がございました。その折に,教授会にて,カ リキュラム検討委員

会にて,そ うい う申請の 3か年計画については検討審議 していただき

｝酔
ｔ
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たいとい うふ うに申しました。結果 として, 10月 22日 でございま

すが,カ リキュラム検討委員会の当時の委員長,池島でございますか

ら,結論だけ申します と,吉井氏の特任教員の科 目が,不要,若 しく

は必要度が低いとい う結論をいただきまして,書類 としては不備 と申

しますか,推薦委員会に提出できないとい う結論になりました。

提出できないとい うことを,原告の吉井先生のほうに,いつ どうい うような

形で御連絡 されましたか。 ヽ

同年 10月 12日 に,経営学部のカ リキュラム検討委員会にて吉井氏

の申請については,先ほど申しました理由とい う結論が出ましたので ,

吉井氏にメールを送 り,同月の 15日 に,吉井氏の研究室へその内容

について報告に参 りました。

ちょっと誘導的なものがあるかもしれないけれ ども,カ リキュラム検討委員

会は 10月 12日 に開かれたんですよね。

は い 。

そのときに,引 き続いて教授会が開かれま したよね。

は い 。

カ リキュラム検討委員会から,先ほどおっしゃっていただいた内容は,教授

会の後でしたか,先で したか。

教授会の後でございました。

後にそ うい う報告があったんですか。

は い 。

それで,メ ールをされたんですか。

は い 。

後先にな りますけれ ども,先ほどの甲 5, 6, 7,こ れはいつ頃,その事務

局を通 して,原告の吉井 さんのほ うから提出されたんですか。

9月 28日 の教授会前だとい うふ うに記憶 してございます。
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甲第 5号証を示す

任用資料 として 9月 29日 現在になってて,教授会の後の 日付になっている

んですけれ ども,こ れは,今の話 とは違 うんですけど, どうい うことですか ,

受け取ったのは 29日 じやないんですか。

記憶は不確かではございますが,前に受け取つたんだけれ ども,資料

が 29日 になっていたのか,それか私の考え違いで教授会の後 とい う

ことも,ないとは言い切れません,申 し訳ございません。

それははっきり分からないの。

は しヽ 。

9月 28日 の教授会で,あなたは特任教員の採用のことに関して,明年度の

説明を学部長 としてされましたね。

まましヽ。

大まかにどんな説明をされたのか,御記憶のある範囲でおつしゃっていただ

けますか。

教授会の折です。特任教員の任用規程を中心に,教授会にて特任教員

及びその任用手続について説明いた しました。

教授会で説明の折に,今出てお ります甲 1の任用規程 とい うものを,あなた

は持ってお りましたか,持ってお りませんでしたか。

持って,机の上に置いて説明しました。

それで,先ほどの,授業計画について,カ リキニラム検討委員会に意見を聞

くというようなことも説明されたんですか。

はい,その場で,任用規程について説明した後に,ついてはカリキュ

駿巧ぇぅ心→     
ラム検討委員会にて,吉井氏申請の特任教員としてのことを検討審議

て藤つてボ童守み    していただきたいということで,そのときに,教授会も一応了解した
た〆夕摯了鰤か

   とぃぃますか。

そのときに,吉井先生,あるいは,それ以外の教授の方でも結構ですけど,
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それは,カ リキュラム検討委員会で検討するというのはちょっとおかしいん

ちやうかというような異議が出ましたか,出てませんか。

出てございません。

また元の話に戻りますが,翌月の10月 12日 になったわけですね。

は い 。

それで,教授会後に検討委員会の池島委員長のほ うから結論をもらって,メ

ールをお渡 ししたとい うことですね。

はい,さ ようでございます。

先ほど,原告にそ うい う結果を御報告 してお会いになったとい うことでした

ね。

は しヽ 。

そのときりや り取 りをお聞きしたいんですが, どうい うふ うにあなたは原告

のほ うに研究室で御説明されましたか。

あらかじめメール しておいて,所定された時間に吉井研究室に伺いま

した。結論につきま して,先のカ リキュラム検討委員会にて検討審議

した結果,今回,任用機関に提示 された科 目内容が不要若 しくは必要

度が低いとい う理由を中心とする理由で,こ のまま推薦委員会に上げ

ることはできなくなったということを述べました。

そういうふうにあなたのほうが言われたんですね。

は い 。

そしたら,吉井先生は何かおっしゃってましたか。

基本的に,こ のまま推薦委員会に提出せよというふうに私におっしゃ

いました。

それはどういう理由でそのまま出せと言われたんですか。

私が知る限りですが,吉井氏は,形式的な手続であるがゆえに。

ちょつと待ってください。私の知る限りではなくて,吉井氏はどういうふう
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に言われたんですか。そのときに,これは推薦委員会に出せないとあなたが

おつしゃったわけでしょう。それに対して,吉井先生の反応というか,言葉

でありましたら,ど ういう言葉だったのかというのをおっしゃっていただけ

ますか,と いう質問です。

とにかく出せや,出 したらできるんや。

出したらできるんやと,何がですか。

特任教員になれるんや。   ‐

出したらなれるんやと,こ ういうふうに言われたということですか。

は しヽ 。

それで,あなたのほうが,出せないと,言葉悪いけど,押 し問答みたいにな

ったんですか。

はい,かなりの時間にな りました。

ちよっと後先になりますけれ ども,あ なたは,推薦委員会に書類を出せない

とい うことで,吉井先生も,こ この話では辞退を言われたとい うふ うにおっ

しやつているんだけれ ども,辞退 してほしいと,そ うい うふ うに言われたと

間違いないですか。

間違いないです。その続きとしてそのようなことを申しました。

それで,そ の間のや り取 りは時間的に大体 どのぐらいあったんですか。

1時間以上, 1時間半近かったんではないかと記憶 してます。

出す,出 さない,あかん,そんなんで。

は しヽ 。

それで,最終的にどないなったんですか,あなたが研究室に行かれてのやり

取りの結末は。

徳永学長のところへ,これは特任教員推薦委員長ですが,相談 とい う

か,話に伺 うとい う形で,相談に伺 うので, とにかくそれで待つてい

ただきたい的なことを申しました。

藤
）
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とい うことは,あなたのほうからそ うい うふ うに言われたんですか。こう着

状態ですね。

は い 。

私のほうから徳永先生に一遍聞いてみるわ,と いうような,あなたのほうか

ら口火を切つたんですな。

は い 。

それで,原告 との間で折 り合いがついてその話は終わったとい うことですか。

は しヽ 。

あなたの今のや り取 り1時間余 りの,こ れについて,証拠で録音テープが出

されてること御存 じですか。

そのようでございますね。後で気が付きました。

いや,録音することについて了解がありましたか,あ りませんでしたか。

私は了解 してません。

角
）

‥

…

いや,そ ういう録音をさせてほしいという話がありましたか,あ りませんで

したか,と いう質問です。

そういう話はありません。

そうすると,先ほど,吉井先生も言つてたけれども,黙つて録音されてたと,

こういうことなんですか。

は い 。

それはそのとおりなんですか。

は い 。

甲第 11号証を示す

その反訳書が証拠として提出されているんですが,これは,あなたに読んで

もらってますね。

は い 。

この中で, しゃべったことが一字一句反訳されてるとい うことなのか,飛ん
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でるとい うことなのか,そ このところはどうですか。

―字一句正 しいとは確定できません。

聞いたけれ ども,あなたがしゃべったことも入つているわけで,それがその

とお りなのか,そ こに何か抜けてるかどうかとい うのは分からんとい うこと

ですか。

はい,抜けてるような気もします。

例えば, どの辺のことか言えますか。

何か,昔の話を聞かしていただいたところが抜けてるような気がする

んですが,記憶が不確かでございますので。

そ うい うところもあるんではないかと,こ うい うことですか。

は しヽ 。

話が元に戻 りますが,推薦委員会の委員長である徳永推薦委員長,学長です

よね。

は い 。

学長は,あなたは相談 した結果, どんな話だつたんですか。

結論から言いますと,学部のカリキュラム検討委員会にて了解できな

い事案については受け付けられない,と いうふうにおっしゃいました。

吉井先生はとにかく出せ と言つているけど,出 したいんだけれ どもとい うふ

うにあなたは言われた,言われてない,どっち。

吉井先生のことは申しました,学長に。

出せ と。

っ    吉井先生の主張については学長に伝えたんですが,学長は受け付けら

れませんでした。

授業計画,先ほどの甲7そのものは,徳永委員長のほうに渡して話をされた

のか,渡さないで,今の,と にかく受け付けてもらえるかどうかの話をした

のか,どっちですか。

…
靱
■
Ｉ
Ｉ

⇒

釉



……
…
…
濠・電肇卜…
…
墨
申
）

渡 してございません。

そ うすると, 3か年の講義計画は渡 してないし,先ほど御質問しました甲 1

の第 9条の研究業績 とか,それから役職歴,こ うい うものも渡 していない。

・  私からは渡 していません。

私からとい うのは,あなたとしては出すことになっているんでしょう,本来

まま。

|ま しヽ。

受け付けてくれない以上出せなかつたと,こ うい う形にな りますか。

はい,そ うです。

徳永 さんとの話について,原告のほ うに御報告をされましたね。

はい,その日の夜にしました。

乙第 18号証を示す

これ,見覚えありますね。

はい,ご ざいます。

これはどうい うものですか。

これは,吉井氏に私のほうからメールを送り,また吉井氏からの返信

のようでございます。

メールによるやり取りですね。

は い 。

これを読んでいただいたらいいんですけれども,中段のところに, 16日 の

13時 15分より学長徳永先生うんぬんで,特任Aに関する任用手続,これ

までの状況説明をいた しました,と い うくだ りがあるんですけれ ども,こ う

いう形で御報告したということですね。

はい,そ うでございます。

その結論が,上のほうのところに載つてるという形でいいんですか。「先日

はご説明、ありがとうございました。」のところ,これは吉井氏からの返事

…
轟
ド

9
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なんですね。

は しヽ 。

それで,最後,戻 りますけれども,「今後、同事案につきましては、事実上

進めていくことは不可能になりました。」と,こ ういう結論的なことを連絡

されてるわけですね。

は しヽ 。

それで,次のページ, 2枚 目ですけれノども,「カ リキュラム委員会 として、

判断された、沢山の理由 。根拠を文書でくださいませんか。」 と,こ うい う

くだ りがあるんですが,これについては,点線の中に書1/hて る,こ うい う見

解のもとに出せないと,こ うい うことになったんですかね。

は しヽ 。

吉井先生は納得行かないと,これについても,出せないということに関して

も。

そのようでございます。

カリキュラム検討委員会の結論を,お伝えして辞退を申し込んだでしょう。

は い 。

それで出せないとい うことで平行線をたどって徳永委員長 と相談をして,受

け付けられないと。

は しヽ 。

あなたのほ うで,これ,ち ょっと授業計画を修正するとい うのか,そ うい う

ことを原告のほ うに,修正 したらどうですかと,こ うい う話はされましたか ,

したことはありますか。

いえ,してございません。

そうすると,辞退してくれの一点張りというと言葉悪いけど,そ ういう話だ

けだったわけですか。

結果的にはそ うな りました。

10
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結果的と言われたら,理解しにくいんだけど,ち ょつと授業計画を一遍見直

したらどないですかというふうなことも言つてないわけでしょう。

う ソ ウ     はい'その場の雰囲気がとてもそんなことを言えるような雰囲気でも
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ないです し,取 りつ く島もないような形, 15日 の吉井氏の研究室の

や り取 りは取 りつ く島のないほどの勢いで言われましたので。

つま り,出せ出せ と。

そ うです,推薦委員会開いて出せ と。

推薦委員会開いて。

押 し付けろと,委員会のほ うに。

|ま し`。

そや けども,それについては,相談 してみるとい うことになったんやね。

おまえから学長に開かして出せ と,
と
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:               は し` 。

:       辞退したらどないですかと,それプラス,いえ,ち ょっと直されたらどない

:       ですか夕 というふうなことも言えるような状況じゃなかったということです
:

轟     れ

l,         もう,全然聞いていただけなかったです。

|       それで,結局,推薦委員会に,受け付けられない とい うことで事実上不可能

|‐

 になったという ことQこ のに つい織 抑 長 として毅 会鋼 まりに御

1       報告をされましたか。

は い 。

いつの教授会ですか。

11月 16日 の教授会にて行いました。

それに対 して,構成メンバーの教授のほ うから,それはおかしいじゃないか

とか,いろいろな意見が出たんですか夕出なかつたですか。
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出てません。

吉井先生はその教授会出てお りましたか。

いらっしゃいました。

そのときの発言,何かありましたか。

、  記憶ございません。

それはおかしいとか言われたんと違 うんですか。

そ うい うことについては言われてません。

結局,教授会は,そ うい う特段の意見出ないで終わったわけですね。

|ま しヽ。

その後,ど うい うふ うな形に,例えば後任の問題だとか,ゼ ミの問題 とか ,

そ うい うことについて教授会 として検討をされたんですよね。

はい, 11月 2の 日,学内理事会にて,も つ一度私は,吉井氏が不採

用になったことを報告 しまして, 11月 80日 の教授会にて,吉井氏

の後任人事,それからゼ ミの対応について,そのとき全部 じゃないん

ですが,一応方向性を出すような意見を述べました。

教授会のほうでは,それについて,学部長の説明について了承をもらえたん

ですか。

はい, もらいま した。

それから,吉井先生に関して,特任は無理だけれ ども,非常勤講師ならどう

かと,こ うい う話の意向打診を,学部長 としてされたことはありますか,あ

りませんか。

いたしました。

それはいつ頃 したのか御記憶ありますか。

不確かなんですが, 11月 に入つてからだとい うふ うに記憶 してござ

います。

それは,推薦委員会の委員長の,受け付けられないとい う後ですね。

…
…
…
飩
貯
ドク
‥
鶉
…
〓
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は い 。

非常勤だったらどうかと。吉井先生はどない言われましたか。

だけなかったです。承諾のお返事いただけなかつたです。

それに対して返事がなかつたということですか。回答について,こ

ういう理由でそれは非常勤の講師になれないと,こ ういうようなこ

いんですね。

これは池島先生から連絡をお願いしたんですが,最後までお返事いた

ン
」

な

，つ

　

や

ン
」

じ

ンつ
　
と+

i ''L'h
fv\
{r\

Lソ

はい,回答 自体がなかったとい うことです。

―
 や

甲第 5号証ないし甲第 7号証を示す

先ほども見られたかもしれませんけど,甲 5の 「特任教員任用資料」とあり

まして,'原告の名前があ りまして,甲 6,甲 7も 同じく原告作成のものです

けども,こ れを事務局か ら先生が受け取 られたとい うことですね。

(う なず く)

そこからカ リキュラム委員会に,授業担当計画を回 したとい う流れですか。

は い 。

最初にこれを受け取られたときの印象というのは, どういつたものですか。

印象って何でしょうか。

例えば,これを見たときに,問題があるんじゃないかと最初に思いましたか。

いえ,そのようなことは思いませんでした。

カリキュラム委員会に回す前に,先生御自身で一通り目を通されましたか。

目を通しました。

その段階では問題あると思わなかつたんですね。

あるとは思わなかったです。

その後,カ リキュラム委員会の報告を受けたということですけれども,先ほ

どの池島先生からのお話では,カ リキュラム委員会の総意として,原告の授

つ
θ
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業担当計画が認め難いとい う話を報告 したときに,井形先生は特に何もおつ

しゃらなかつたとい うふ うな話があったかと思 うんですけれ ども,それは事

実ですか。

事実です。

なぜ とか,疑間を持った りとか,驚きとか,そ うい うものはなかったですか。

ございませんでした。

l号証を示す

先ほど,カ リキュラム検討委員会の総意 とい う部分を,原告の研究室に報告

しに行つた話がありま したけれ ども,そのときに,先ほど先生は,原告が ,

出せや と,出 したら通るとい うような話をしたとあったんですけれ ども。例

えば,甲 11の 48ページ上か ら9行 日の 「吉井」 と書いてるところで ,

「推薦委員会にだしていただいて、僕が何か欠落 してる要因があるかどうか

っちゅうのが明確になれば、その―、僕が認められへんだけの話やんか。」

と,そ うい う話があつた りとか,真ん中辺で,「吉井J,「 う―ん、つ らか

ろうが、その―、僕 としては、この大学で 10数年、一生懸命J,「大学 と

学生へのサービスをやってきたつもりやから、それに恥 じる行動はしていな

いつもりや しね、だか ら、それで落 とされるんだったら、落 とされるでいい

じゃないの。僕は別に恥 じることはしてない し、それは全 くいいですわ。」

とあるんですけど,こ の発言を見ると,先ほどの先生の発言 とちょっと矛盾

すると思 うんですけど。

矛盾 しません。

しませんか。

は しヽ 。

先ほどの先生の話では,原告は,出せば通ると言いましたと,でも,こ この

記載は,出 して落ちるならそれでいい じゃないかとい う発言をしてると,ち

ょっと違いますよね。

甲第 1

14



推薦委員会に出して落とされるならそれでいいと言つているんですね。

先生は,出せば通るんやと原告が言つたと話をされてましたけど,通るって

どういう意味ですか。

でも,落とされてもいいじゃないかということは通る場合も想定され

てるわけでしょう。これが正しいんであればですが。

答えになってないですよ。

いえ,それが正しいんであればですが,通るということも想定されて

ると,僕は理解しました。

言葉の議論をしても仕方ないんですけど,さ っき先生がおっしゃってた,原

告の出せば通るといつた発言は,通る可能性もあるというぐらいの意味合い

で原告が言つたということですか。

そうです。

通ると断言して言つた話じゃないんですね。

断言なんか,私, してませんが。断言は撤回します。

ん。通るというふうにはおっしゃいました。

断言は してませ

原告が通ると言つたんですか。

出せばいいやないか,出せやということをおっしゃいました。

出せや,だけだったら私も聞き流すつもりだったんですが,,出せば通るんや

という話を原告が言つたと。

じゃ,間違いました。そこは間違いです。

原告が言つたかどうかとい うことでの疑

,先生。そこのところ,ちゃんと聞いてもらわないと。

先ほどの主尋間では,原告が,と にかく出せや と,出せば通ると言つたとい

15



うふ うに先ほど先生がおっしゃったと,原告の発言の紹介 としてね。

出せばいいやん,と い うふ うに言つたとい うことです。

そ うい う意味ですね。

そ うです,出せばいいやん,です。

原告が,ま るで提出すれば必ず通るような発言を,ずつと主張 していたとい

う意味ではないんですね。

00。 一―そ うい う発言はしてません。

(以上 真鍋 佳代 )

先生のほ うが原告りほ うに,原告の授業担当科 目について,カ リキュラム

委員会 として不要,若 しくは必要度が低い とい う結論にな りま したとい う

話を持っていつたわけですけども,先 ほど主尋間の中で, じや,代わ りの

科 目を,例 えば修正 しませんか とか,ほかにどうい う科 目を持てますかと

か,そ うい う話はしていないとい うことで したよね。

烈祠,7
メfみを

,奪 (イ t'

ブイタしソ

し
　

　

、

は い 。

その理由として,言える雰囲気 じゃなかったとい うことですか。

は い 。

じや, 日を改めて,も う一度行つて,担当科目を変えたら計画立てれるかも

しれませんよと,徘「検討いただけませんかという話はしましたか。

してません。

しようと思わなかったですか。         :

思わなかったです。

なぜですか。

その日は徳永委員長のところへ事前協議するということで結論が出て

ますんで。

その日じやなくて,その後の話。その場の雰囲気が言えることじゃなかつた

んだったら, 日を改めたら,ま た言えるようになったんじゃないですかとい

ψノqZFび
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うことです。

なかったです

言お うと思わなかったんですか。

思える雰囲気でない状態が続いてました。

メールなんかでも送れませんで したか。

メールを御覧になっていただけば,それ,送れる内容 じゃございませ

ん。

雰囲気 じゃないとい う言葉がちょっと分か りにくいんだけど,も う一度具体

的に,なぜ言えなかったのかっ
~t~い

うのは,原告がかなり憤ってたとい うこ

とですか。

そ う感 じました。

でも,ひたす ら辞退を求めるほ うが余計,原告が怒 るんじゃないですか。

代替案を出すほ うが,よ り原告の特任教員に選ばれたいとい う希望があるん

だか ら,そ の可能性がある方向を一緒に探るほ うが原告の気持ちが収まるん

じゃないですか。   .

気持ちが分か らないです。

先生ポ辞退 しろの一点張 りだったから,原告が怒ったん じゃないんですか。

一点張 りではないです。

違 うんですか。

違います。

先ほど主尋間では,そ うい う話だつたと思 うんですけど,違いますか。

一点張 りとい うことではございません。

でも,辞退 してくださいってい う話を最終的には,先生 としては貫き通 した

んですよね。

貫き通 してません。それだと,徳永推薦委員長にも行けませんので。

■́,宅 ヒχ̀ちろレィ(7て、ヽもスて″
ユふザ́ ケゃヽべ:ヘノ(´)子423
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甲第 11号証の48ページ,最後から4行 日で,井形先生が,「ほんなら、

まあ、一回あげれるよう努力してみますので。」と書いてるんですけど,こ

のような発言はされたんですか。

あったかどうか自信ありません。あつたかもしれません。

具体的に徳永学長に,原告の特任教員の申請を何とか推薦委員会に上げたい

と,上げれるようにという何か酉己慮は特別されましたか。

徳永委員長には状況を説明して,そのアドバイスを求めたという形で

す。

だけですかね。

は い 。

原告の申請に対 して,推薦委員会が開かれるように何 らかの配慮をしたとい

うことはないんですね。

配慮って何で しょうか。

無事にその手続が進められるように,計 らいをした とい うことはないんです

ね。

ですから,徳永学長に相談 したとい うのが配慮にな りますか。

徳永学長にはどのように説明 したんですか。

今申しま したいきさつです。吉井氏からの特任 申請が出て,それ以降 ,

カ リキュラム委員会,それか ら吉井氏 との対応 とい う一連のことを相

談 しました。

どれ ぐらいの時間,説明 しましたか。

明確ではございませんが,副学長が同席 してた と思 うんですが, 15

分から30分程度 じゃなかったかと記憶 します。

そのときに,書類上の不備があるとい う説明をされたんですね。

説明はそのようにいた しました。

不備 とい う言葉の意味ですけど,書類が足 りない とか,記入漏れがあるとか ,

18



そ うい う説明はしてないんですね。

そ .う
い う説明はしてません。

じや,不備って何なのですかとい うふ うに,学長から質問はなかったですか。

つま り授業計画がカ リキュラム検討委員会で,了解,承認できない内

容であるとい うことです。

それを先生は書類上の不備 とい う説明を加 えてしたわけですか。

加えて
｀
ません。それを書類上の不備 と我々は呼んでました。    

‐

学長に申請書類 とか原告が作成 した申請関係の書類を見せた りはしましたか。

見せてございません。

甲第 1号証を示す

第 9条の③ 「学部長は教務委員長および対象者 と協議の上」 とあるんですけ

ども,先生の見解,先ほど,こ の原告 とのや り取 りは協議をしたとい うふ う

な考えなんですかね。

どこで しょうか。

「学部長は教務委員長および対象者 と協議の上、授業担当計画を推薦委員会

に提出する。」 とありますけども,協議をしろと書いてるわけで しょう。

は しヽ 。

先生は協議をしたんですかふ

はい,対象者 とは協議 しました。

原告とですか。

は い 。

ただ,辞退 しろとしか言つていないのは,これ,協議 と言えるんですか。

その前の9月 28日 の教授会で出された提出書類を中心に,カ リキュ

ラム検討委員会で検討審議していただきたいということを教授会メン

バー全員の前で申しました。ですから,そのカリキュラム検討委員会

)う
`´

呵グこっ
ノイトVヽ ‐

■』マイ3んだ

のメンバーの判断も,‐

一́ここでは協議に入つてると理角生してます。
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そんな規定はここに書いてないでしょう。カ リキュラム委員会って,ど こに

書いてますか。

カ リキュラム委員会は書いてございません。

「対象者 と協議」 と書いてるんだけど,対象者 と協議 したんですかとい うこ

とに対する答えなんですよ。

はい,協議 しました。

それは先ほどのが協議 とおつしゃるんですか。

そ うです。

原告が,それでも辞退をしないと言い続けたわけでしょう。

そ うで しょうね。

違 うんですか。辞退すると言つたんですか。

言い続けたとい うのは毎 日何も連絡取つてませんので。

原告の要求は一貫 して変わらてなかつたんで しょう。

そ うい う意味では,そ うです。

それに対 して,こ のような規定もあるわけですか ら,申請できるようにしよ

うと,皇任推薦委員会開けるようにしようとい う努力は何かなさいましたか。

一一~~~才 ⌒

はぃ。ですか ら,先ほど申しましたよ うに,学長に事前に協議,行つ

たとい うのがその一つの方法です。

不備があるとい う報告をしてるんだから,原告 との間で不備がないような形

に,も う一度申請書類を直そ うとかい う話はされなかったんですか。

はい。ですか ら先ほど申しましたが, とてもそ うい う話ができる雰囲

気,取 りつ く島もない状況でございました。

カ リキュラム委員会の総意 として報告を受けたものに関しては,先生もそれ

はごもつともだとい うふ うに同意,その当時はしたわけですか。

はい,そ うです。

そこに疑間とかおかしいん じゃないかとい う考えはなかったんですか。

20



ございませんでした。

先ほどの私か らの質問に,最初は甲 5号証ない し甲 7号証を見た ときに,特

段問題は感 じなかつたんだけど,カ リキュラム委員会から問題があると指摘

されて,特に疑間の余地もなく,ああ,そ うだと思つたわけですか。

はい。予断を持って進めるとまずい と思いま した。ですか ら,私が見

た感 じでは,ないかなと思つて出したつもりでした。

甲第 14号証を示す

loページの真ん中ら辺に,山 田先生の質問があ りまして,「学部長」 と,

「はい」 と先生が答えて,「あの、さつきあの書類上の不備でとい うことで

したc」 と,「その書類上の不備 とい う内容をちょっと説明しておいていた

だけませんか。」 とい うことに対 して,こ れが 2012年 11月 16日 の教

授会の。

教授会の資料,こ んなもん出てるんですか。

初めて見ましたか。

これは認められてないんですか。

提出された証拠見てないですか。

見てません。

一応,先生も被告だか ら,当事者なんですけど,あんま り証拠見てないです

ね。

いや,これ,今具体的に,すみません, じゃ,ち ょっと見落 としたか

もしれませんが,はい,大丈夫です。

けっこう分厚いんですけど,あんま り聞いても。

ああ,結構です。

山田先生から書類上の不備 とい うことを説明 していただキすませんかと質問が

あったのは覚えてますか。

はい,あったかもしれません。

９
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先生が一生懸命答えてるんだけど, 11ページの上から2行 日でも,「いや、

書類上の不備だから何か書類に不備があつてというところなんだろうからと

聞いてるんですけどね」という項が上がってるんで,ち ょっとそれがまとも

に答えた答えが見当たらないんですけど。

いや,答えたつもりですよ。

一生懸命,先生のほうとして,原告の特任教員の申請を辞退させようとされ

てたように見れるんですけど。

いえ,そんなことしてません。

辞退させようとしてたじゃないですか。

いや,結果を受けて言つただけで,最初からじゃございません。

結果を受けても何でもいいですけど,ス 辞退を勧めましたよね。

は い 。

それの一番の理由は何ですか。

学部のカリキュラム委員会が認められないというのを,そのままの形

で,ほかの委員会で審議はあり得ないと考えてましたからです。    ～

カリキュラム委員会の科目のどうのこうのっていうのは,それは実質の話だ

から,後に教授会で議論したらいいとは思わなかったんですか。

カリキュラム委員会の, じゃ,意見に沿わないんだけれども,教授会

に出すということですか。

例えば,そ ういう話を選択したりしなかったですか。

いや,そんなん考えてませんでした。

カリキュラム委員会の判断は絶対なんですか。

絶対と思いません。

先生は職務上,学部長は授業計画を特任教員推薦委員会に提出すると規定さ

れているにもかかわらず,それを提出できるように,原告に対して科目の修

正 しませんかとか,そ うい う働 き掛けはすべきだ とは思わなかったんですね。
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思いました。

何でや らなかつたの。

同じことです。吉井氏の場合,取 りつ く島がなかつたんです。

それだけが理由ですか。

は い 。

先生,学部長でしょう。

は い 。

役職上は原告より上の立場でしょう。

役職上はね。

原告に物言えないんですか。

いや,物 は言つてます。言 うことを聞いて くれないんです。固執 され

るんです。

被告 ら代理人

甲第 14号証を示す

なぜ,これが出たのか とい うふ うな話なんだけど,こ の教授会の録音は各教

授が勝手にできるとtヽ うよぅな取扱いですか。

違います。

ということは,原告さんは勝手に黙つて録音してたと,こ ういうことになり

ますか。

はい,そ ういうことになると思います。

甲第 1号証を示す

これも法的なことだから,ち ょっと聞いてもどうかと思うんだけど,甲 1号

証の先ほどの「教務委員長および対象者と協議の上、授業計画を推薦委員会

に提出する。」ということだけど,考え方として,協議をしたけれども,推

薦委員会が受け付けてくれなかつたという考え方と,協議そのものが成立し

ていないということで提出できないという両方の考え方があるんだけれども,

0゙シ咄ιlスt、 ぃも7浸 ぅぃ(44ヽ ∩茂 之ゝ
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あなたとしては,どつちかということは,はつきり言えるんですか。

後者になりますかね。

いや,はっきり…・。

それは,はつきりというのは,ち ょつとすみません,難しいです。

要するに,私の質問は分かりますよね。

は い 。   、

結果的には推薦委員会も開かれてないわけだから,授業計画を推薦委員会に

出していないということははつきりしてるんですね。

は い 。

だか ら,それは協議が成立 してないか ら出してないのか

けれ ども,受理がされなかつた ら出されていない とい う

あなたが言えるかとい う質問なんだけど,そ こはちよつ

いてるんですけど,はつきり分か りませんか。

はつきり分か りません。両方かもしれませんが ,

ん 。

両方 とい うことはあ り得ないんで,二者択一なんで, ど

かないんで,はつきり分からない。

分からないです。

裁 判 官

,協議は成立 してる

ことなのか,明確に

とあなたの意識を聞

はつきり分かりませ

っちかということし

務委員長 とは協議はしたんですか。

正確に言 うと,教務委員長が所轄 してる教務部 とい うところか ら資料

を頂かなきゃいけないんです。その とき,教務委員長か ら,ま ず,そ

ただ二上ミユ ことで,実質的には教務委員長

|し て,各学部の特任教員の候補者について ,
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授業担当計画を推薦委員会に提出するに当たつて,対象者と協議の上とある

んですけども,教務委員長とも協議すると書いてるんですけども,これ,教
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審議するということ自体はないんです。

そうすると,協議したか, してないかと問かれると,答えはどっちになるん

ですか。

書類を出していただいた以上は,一応,協議したという提え方で結構

tございます。

その書類はいつ出してもらったんですか。どの書類のことを言つてるんです

か 。

9月 28日 以前だと記
l意 してます。

甲第 5号証ないし甲第 7号証を示す

この書類のことですか。

識嗜i手`l・。識争 で

守召ハタご卜霰籐 豪 だ摯=摯

暉F
177死たすざ

うソ「)lηご

`て

い

'

→ これでございます。

籟

.襲 仕額竜ヂ餐l■晰
ぅ守路襦垂轟lヤ寺

甲 5ない し甲 7を 聞接的に受け取ったと言われてる,こ の書類のことを言わ

れてる。

はい,さ ようでございます。

特任教員推薦委員会 とい うのは,構成員は何人になるんですかね。

ちょっと挙げます と,学長, 4学部長 , 4研究科長,それ と教務委員

長,それから教務関係の事務が 1名 とい うことになります。

各学部長 とい うことは,経営学部には限られないとい うことですか。

そ うです。経済,経営,人間科学,情報社会,それぞれの大学院の研

究科長。

特任教員の任用に関する規程が変わってるんですけども,こ の変わる前後で

審査する手続というんですか,これで何か具体的に変わったところというの

はあるんですか。

―ラ     ございません。

ウソ    これは確認にはなるんだけれども,原告のほうとしては手続を進めてほしい
という希望があったわけですよね。
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の
り
、

は い 。

落ちるんやった ら落ちてもいいやんかと,そ うい うふ うなことまで言つて ,

進めてほしいと希望 されてるんだけども,これ,進 めなかった理由ってい う

のを,も う一度説明してもらえますか。

当時,吉井氏の研究室へ伺って状況を説明 したんですが,非常に興奮

されてございま して,私の話を聞いていただけなかった。多分,会話

力撻正 しいか どうか分か らないんですが,取 りつ く島がない といいます

か,非常に険悪な雰囲気で話がいって, とても新 しい展開を切 り出せ

る状況になかったとい うのが現状でございます。

あなたの認識 として協議は したんだけれ ども,合意には至 らなかったんです

かね。

‡ましヽ。

その段階で,仮定の話になつて しま うんだけれ ども,原告の出してきた授業

担当計画,これをそのまま推薦委員会に提出して,推薦委員会を開いていた
′

ら, どうい うふ うになってたと思われますか。

分からないとしか答えようがございません。

推薦 されたか,推薦 されなかったかは。

どうい う御意見が出るか分か りません じ。

仮に推薦されたとして教授会でどうい う意見になるかも分からない。

分か りません。

ついでに言うと,理事会でも分からない。

分からないです。

これまでに,こ の吉井さんの件と同じように,特任教員の任用の申請があつ

たけれども,申請あるいは申請しようとした段階でもいいんだけれども,説

得して辞退させたというようなことはあるんですか。

過去にあったようなことは伺ってますが, どの事案なのかはちょっと

＾
威

仄
一
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伺つてません。

そういう事例があつたとは聞いてるけども,井形さん自身がやられたことは

ない。

もちろんございません。今回初めてでございますんで。⇒
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